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　12月になり、いよいよ「冬の白馬」がやってきました。
　この時期の早朝は薄雲が空を覆うことが多く、いつもは眩しくて直視できない朝日を真ん丸な形
に見ることができ、改めて「冬だなぁ…」と思わされます。
　ちなみにこの写真は太陽に薄い雲がかかった際にその周囲に光の輪が現れる大気光学現象のひと
つである日

ひ が さ
暈（虹のようにも見えることから白

はっこう
虹ともいいます）も運良く撮影することが出来ました。
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箇所名 受託者（落札者） 落札決定額
（税込） 入札参加者

神城　１工区 内山・東佐野地区 白馬陸運（株） 4,336,500 白馬陸運（株）
神城　２工区 佐野地区 長澤　右一 2,866,500 長澤　右一
神城　３工区 沢渡地区 姫川建設（株） 2,740,500 姫川建設（株）
神城　４工区 堀之内地区 （株）大糸 3,339,000 （株）大糸
神城　５工区 三日市場地区 （有）ダイトー工業 4,284,000 （有）ダイトー工業
神城　６工区 飯田地区（犬川端） （株）五竜 766,500 （株）五竜
神城　７工区 飯田地区 （株）大糸 10,174,500 （株）大糸
神城　８工区 飯森地区 白馬陸運（株） 5,659,500 白馬陸運（株）
神城　９工区 飯森地区（旧国道北側・飯森ゲレンデ線） （株）大糸 2,740,500 （株）大糸 
神城１０工区 名鉄地区 （有）田中建設 5,239,500 （有）田中建設
神城１１工区 単独路線・地区間を結ぶ路線（旧農道１号・通学路線） （株）大糸 3,381,000 （株）大糸
神城１２工区 歩道除雪路線南部地区 （有）ダイトー工業 1,522,500 （有）ダイトー工業
神城１３工区 凍結防止剤散布路線南部地区 ( 有 ) 田中建設 3,255,000 （有）田中建設 ／（有）東和
北城　１工区 深空地区 （株）大糸 3,969,000 （株）大糸
北城　２工区 みそら野地区 白馬綜合開発（株） 6,720,000 白馬綜合開発（株）
北城　３工区 みそら野地区（みそら野地区内指定路線） 白馬陸運（株） 2,898,000 白馬陸運（株）
北城　４工区 みそら野・瑞穂・エコーランド地区 （有）瑞穂サービス 9,649,500 （有）瑞穂サービス
北城　５工区 白馬町・八方口地区 （株）落田 4,126,500 （株）落田
北城　６工区 八方・和田野地区（真畔線・和田野地区内本線） 鈴木　孝 4,399,500 鈴木　孝
北城　７工区 八方・和田野地区（和田野地区東側） （有）田中建設 1,879,500 （有）田中建設
北城　８工区 八方・山麓地区 共和興業（株）白馬事業所 6,006,000 共和興業（株）白馬事業所
北城　９工区 八方地区（旧ジャンプ台線） 鈴木　孝 777,000 鈴木　孝
北城１０工区 大出地区 共和興業（株）白馬事業所 2,047,500 共和興業（株）白馬事業所
北城１１工区 蕨平地区 （株）白馬三津野 2,236,500 （株）白馬三津野
北城１２工区 嶺方地区 （株）白馬三津野 2,992,500 （株）白馬三津野
北城１３工区 森上・塩島・通地区 （有）吉田建設 4,683,000 （有）吉田建設
北城１４工区 どんぐり地区 ( 有 ) どんぐり 6,184,500 ( 有 ) どんぐり
北城１５工区 森上・野平地区 共和興業（株）白馬事業所 2,079,000 共和興業（株）白馬事業所
北城１６工区 野平地区 （株）大糸 2,289,000 （株）大糸
北城１７工区 立の間・青鬼地区 共和興業（株）白馬事業所 2,782,500 共和興業（株）白馬事業所
北城１８工区 塩島地区 （有）塩島組 1,165,500 （有）塩島組
北城１９工区 森上・新田地区 共和興業（株）白馬事業所 3,118,500 共和興業（株）白馬事業所
北城２０工区 森上・新田・切久保地区 （株）落田 6,646,500 （株）落田
北城２１工区 落倉地区 共和興業（株）白馬事業所 9,334,500 共和興業（株）白馬事業所
北城２２工区 歩道除雪路線北部地区 白馬ソイル工業（株） 1,428,000 白馬ソイル工業（株）
北城２３工区 凍結防止剤散布路線北部地区 白馬ソイル工業（株） 3,937,500 白馬ソイル工業（株）

北城２４工区 オリンピック道路・咲花線 金森建設㈱白馬事業所 693,000 金森建設㈱白馬事業所
北城２５工区 山麓線～オリンピック道路 （株）大糸 525,000 金森建設㈱白馬事業所／（株）大糸
北城２６工区 消防署前線・山麓線 （株）大糸 504,000 （株）大糸

みそら野地区内指定外路線（別荘地内管理道路） 白馬綜合開発（株）

白馬町、八方口地区の一部・ジャンプ台線・公共施設 白馬村直営

今シーズンの各地区除雪担当業者が決定しました
〔入札日 : 平成 25 年 11 月 12 日（火）〕

◆一般除雪路線 

◆準直営路線 

◆随意契約路線（年間依託） 

◆直営路線 



3

建設課より　除雪にご協力をお願いします
ここ数年、極端な天候が続いており、本年度の降雪量につきましても予想がつかないと
ころではありますが、様々な気象状況に対応できるよう除雪体制の構築を進めて参りた
いと考えております。
安全でスムーズな除雪のためには村民の皆様のご協力が不可欠です。特に次の点につい
て皆様の特段のご理解・ご配慮をよろしくお願いします。

シーズンを通して安全でより効率的な除雪作業を行うよう努力して参りますが、やむを得ず皆様にご不便
をおかけすることもあろうかと思います。その際は何とぞご理解をいただき、除雪作業へのご協力をお願
いします。

 お問い合わせ　    白馬村役場建設課　直通　電話 85-0724　内線 1153

除雪作業は早朝または夜間から行います。除雪の妨
げとなる路上への駐車はお止めいただくようお願
いします。

①路上駐車の禁止

除雪に支障を及ぼすような道路上に伸びた木の枝
は切らせていただく場合がありますので、ご理解を
お願いします。

④支障木の伐採

原則として朝・夕の通勤・通学時間帯に間に合うよ
うに実施しますが、これ以外は実施しませんのでご
理解をお願いします。

⑥凍結防止剤の散布について

ご自宅の敷地内の雪を他のお宅の敷地に無断で排
雪し、トラブルとなるケースがあります。自宅敷地
内の雪についてはむやみに他の敷地に排雪するこ
とのないようにお願いします。また、やむを得ず他
の敷地に排雪される場合は、土地所有者の承諾を
得るなどマナーを守って処理してください。なお、
住宅の玄関先や駐車場の出入口など、道路と接する
箇所には、どうしても道路除雪後の雪が残ってしま
います。お手数でも家先の雪につきましては皆様で
除雪していただき、近隣の方々や道路利用者に迷惑
の掛からないようご協力をお願いします。

⑦自宅敷地内の雪の処理について

近年、雪押し場の確保が非常に困難になっていま
す。雪押し場が確保できない場合、周辺の除雪作業
を行うことができません。より多くの雪押し場が確
保できれば、効率的でスムーズな除雪が可能となり
ます。道路脇に土地をお持ちの方のご理解・ご協力
をお願いします。

⑧雪押し場の確保について

路上に立ててある竹ポールは除雪をスムーズに行
うためのものですので、引き抜かないようにお願い
します。

⑤スノーポールの撤去禁止

除雪済みの道路や無散水消雪施設のある道路へ自
宅敷地の雪を投げ出す方がいますが、大変危険で
す。通行中の車がスリップして歩行者へ飛び込む事
や、その場を避けて対向車と衝突する事故等の発生
が予想されます。場合によっては雪を投げ出したご
本人の責任が問われる事にもなりかねません。道路
へ雪を投げ出すことは絶対にしないようにお願い
します。

②歩車道への排雪・雪の積み上げの禁止

屋根雪が路上に落下した場合には速やかに片付け
をお願いします。
また、万一雪の落下時に歩行者があった場合には大
変危険です。危険個所には注意を喚起する看板を立
てるなどの対策をお願いします。

③屋根雪の落下防止・落雪注意看板の掲示



第 4次総合計画に基づいた体系での、今年度の主な事業の進捗状況をお知らせします。

お問い合わせは…　
総務課（電話７２－７００２）まで

第1章 自然と共生し誰もが安らげる環境をつくる

第2章 快適で安らぎのある生活環境を築く

第3章 支えあい健康にくらす地域福祉社会を築く

第 1節　むらごと自然公園プロジェクト
１ むらごと自然公園計画

①奈良井有効利用整備事業
昨年度から 3 年計画で始まりました奈良井有効利用整備事業
は、昨年用地の買収を行い、今年度農道整備を着工しており
ます。
　予算額 124,094 千円　現在までの執行額：25,795 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （執行率：20.8％）

①ＥＶ急速充電器設置事業
クリーンな観光地づくりを目的として、今年度事業化しまし
た電気自動車の急速充電器設置事業については、道の駅白馬
に 1 台設置することで工事に着手し 12 月末までの完成を目
指しております。
　予算額 6,500 千円　現在までの執行額：4,305 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （執行率：62.1％）

４ 地球環境保全

第 1節　安心安全な道路整備プロジェクト
１ 道路整備

①地域高規格道路
昨年度まで白馬商工会が「松本糸魚川連絡道路建設促進実行
委員会」で、事業推進を図っていただきましたが、白馬村は
もとより大北地域にとっても、緊急時の「命をつなぐ道」、
地域振興に資する「地域を育む道」となることから、より強
く建設促進を図るため、8 月 30 日に「地域高規格道路“松
本糸魚川連絡道路”白馬村建設促進期成同盟会」を立ち上げ
ました。
②村道
白馬大橋修繕工事、村道 0105 号線オリンピック道路の舗装点検
及び岩岳トンネルの点検業務は、既に発注を終え工事・調査に着
手しております。
橋梁の長寿命化修繕計画に基づく橋梁点検業務は、村道 2203 号
線（やちはら橋）及び村道 3102 号線（赤沢 1 号橋）を対象として、
11 月の調査完了を目指しております。
　予算額：370,584 千円（内 H24 からの繰越事業分 132,531 千円）
　現在までの執行額：215,779 千円（内 H24 からの繰越事業分
　126,849 千円）（執行率：58.2％）

４ 下水道
①東部農業集落排水統合事業
東部農業集落排水の公共下水道への統合事業は、東部処理場
から土合橋までの 2 工区は既に工事が終了し、土合橋から飯
田交流センターまでの 3 工区は 11 月に竣工、ポンプ設備は
平成 26 年 3 月末竣工の予定で、平成 26 年 4 月 1 日からの
共用開始を目指しています。

１ 自律的健康づくり
①歯周疾患検診事業
口腔内の健康増進を図るため、満 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の
住民を対象に歯科医療機関による問診、口腔内一般検診、歯周組
織検査、口腔衛生指導の歯周疾患検診を今年度から実施していま
す。今年度の対象者は約500人で、検診料の4分の3を助成します。
　予算額：200 千円　現在までの執行額：24 千円（執行率 12％）
　（検診料 4,000 円 / 人（内自己負担分 1,000 円、補助分 3,000 円）

３ 介護保険
①デイサービス開設事業
旧岳の湯の利活用として取り組んでいました通所介護施設へ
の用途変更に伴う工事は、昨年設計を行い、今年度改築等の
工事を着工し、9 月 24 日竣工、10 月 7 日に開所しました。
　事業費 51,871 千円（内平成 25 年度分　49,287 千円）

第4章 地域をみつめ自然に学び文化を育む

第5章 優れた資源と人を活かした活力ある経済を築く

第 1節　地域独自教育プロジェクト

第 2節　個性あふれる生涯学習プログラム

第 3節　郷土文化伝承プロジェクト

第 1節　アルプスの里観光プロジェクト

１ 義務教育
①学校環境整備事業
小中学校の環境整備事業として、修繕が必要であった南小学
校北校舎床改修及び北小学校電話設備改修を夏休み中に実施
し、中学校グラウンド改修を9 月末に完了しました。
　予算額 41,089 千円　現在までの執行額：39,403 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （執行率：95.9％）

４ 生涯スポーツ
①スキー大会推進事業
この夏、スノーハープクロスカントリー大会が 7 月 20，21
日に、約2500名の参加者を得て、盛況に開催されました。また、
サマーグランプリジャンプ大会が 8 月 23，24 日にナイター
で開催されました。23 日は大雨により 600 名ほどの観客でし
たが、24 日は天候にも恵まれ約 3800 名の観客が観戦する中、
葛西紀明選手が優勝し、大いに盛り上げりました。
　予算額 18,164 千円　現在までの執行額：12,724 千円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（執行率：70.1％）

②ナショナルトレーニングセンター事業
文部科学省では、トップレベルの競技者が同一の活動拠点で
集中的、継続的にトレーニング・強化活動を行うための活動
拠点として、オリンピック競技及び高地トレーニングについ
て既存の施設を「ナショナルトレーニングセンター競技別強
化拠点施設」として指定しております。白馬村では、冬季競
技のノルディック複合競技の指定施設の公募を受け、長野県
と連名で公募申請を行い、平成 25 年 9 月 2 日付けで「白馬
村ジャンプ競技場及び白馬クロスカントリー競技場」が指定
を受けました。指定期間は平成 30 年 3 月 31 日までとなり、
国からの補助金を基に、選手強化等の活動を効果的に実施で
きるよう関係機関を連携し、国際競技力向上に資するような
トレーニング環境を整備していきます。
　予算額 18,100　現在までの執行額：2,686 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　  （執行率：14.8％）

１ 郷土文化
①伝統的建造物群保存事業
青鬼地区の伝統的建造物の保全を図り、古くからの山村集落
の景観を残すため、今年度は、保存修理として、主屋の修理（２
年計画の２年目）１件、青鬼神社の参道石段修理１件、棚田
石垣の修理１件の３物件を実施しました。
　予算額 12,540 千円　現在までの執行額 12,207 千円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（執行率 97.3％）

３ 観光と農林業の連携
①特産品推進事業
特産品の開発に取り組む団体に助成する事業として今年度から
始まり、食用ホウヅキ、山ブドウ、陸ワサビなどから生産に取
り組む団体から交付申請がされています。また、ベリー類など
の既存の特産品も含め、興味のある方を対象に先進地視察も実
施し、新たな特産品の開発を期待しているところです。
　予算額 2,500 千円　現在までの執行額：2,259 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （執行率：90.4％）

②現年発生林道施設災害復旧事業
6 月 19 日未明の豪雨により、林道細野線上部で路肩が崩壊
しました。この黒菱に続く林道は、夏の観光に資する路線で
もありましたので、応急措置を行い、国の災害補助事業とし
て認められるよう手続きを進め、9 月に国の災害査定を受け、
10 月に着手しました。
　予算額 4,529 千円　現在までの執行額：4,190 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （執行率：92.5％）

第 3節　安心快適生活プロジェクト

第 1節　むらごと健康づくりプロジェクト

第 2節　福祉いきいきプロジェクト

　住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから、固
定資産税について課税標準の特例措置が設けられています。
　新たにこの特例措置の適用の対象となる場合や、現に適用されている内
容に変更が生じた場合には申告していただく必要があります。税額を決定す
るうえで大変重要な情報となりますので、該当される方は住宅用地申告書に
必要事項を明記のうえ１月31日（金）までに税務課へ提出してください。

燃えるごみ・燃えないごみ（毎週 月・水・金曜日）
リサイクル物（毎週 木曜日）

 『燃えるごみ』『燃えないごみ』は､必ず指定袋に入
れましょう。
　指定袋に入っていない物や、適正に分別されてい
ない物は“収集できません”と書かれたシールが貼付
され、集積場に残されていきます。万が一出したごみ
が収集されていなかった場合は、一度持ち帰ってい
ただき、再度分別し直すようにお願いいたします。

　下記のイラストにあるようなものは『粗大ごみ』や『有害ごみ』です。
地区集積場には絶対に出さないでください。

 「生活環境影響調査」の
見学会開催のお知らせ

大町市平源汲に計画されている一般廃棄物処理
施設の建設に向け、「生活環境影響調査」が行わ
れています。冬期の調査見学会が下記のとおり
開催されますのでご案内します。
日時・場所　

内　容

申　込

北アルプス広域連合 施設整備推進係 
電話：0261-26-3545　FAX：0261-22-7011
E-mail：kitaalps@kita-alps.omachi.nagano.jp

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、
平成25年9月1日より施行されました。
この改正により、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に
飼養する「終生飼養」の責任があることが、法律上に明確されました。
このために、次の場合では、保健所等へ犬猫の引き取り依頼があっても、
原則お断りします。
終生飼養の徹底

保健所等の引き取りの拒否

動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること（終生飼養）
が明記されました。

・新たな飼い主を探す努力を行っていない場合
・犬猫が老齢又は病気であることを理由とする場合
・子犬や子猫の引取依頼において、去勢避妊手術等の指示に従わない場合
・引き取りを繰り返し求められた場合
・引っ越し先がペットを飼えない物件である等、飼養が困難であるとは認められない場合
・犬猫の販売業者から引取依頼があった場合

罰則の強化
○愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者：１年以下の懲役・１００万円以下の罰金 ⇒  
　２年以下の懲役・２００万円以下の罰金
○愛護動物の虐待・遺棄：５０万円以下の罰金 ⇒ １００万円以下の罰金

収集日の前日夕方６時～当日朝８時までに出すその① その②

粗大ごみは出さないでくださいその③

　他の市町村では、収集日当日にごみ出しすることが当たり前
になっています。２４時間・３６５日ごみを出すことはできません。
　集積場に長時間ごみを置かずに、出す時間を徹底・厳守する
ようにしましょう。
　（集積場の中にごみとリサイクル物が混在していると、収集作業
に必要以上の時間がかかるほか、清掃作業も容易に行えません。）

※平成25年度の粗大ごみ集積場の開設は終了しました。平成26年度は4月13日（日）から開設します。

残されていないかを確認する

その④ 他の地区には絶対に出さないでください
　地区集積場は、各地区の皆さんにより設置及び管理がされて
います。他の地区には絶対に出さないようにお願いします。※家電製品（電池を使うもの、

　電気を通すもの）は『粗大ごみ』
　扱いとなります。

　収集されなかった『燃えないごみ』。村指定袋の中には中身が入ったままの
海苔の佃煮や、鮭フレークのびんが入っていました。ガラスびんは『燃えない
ごみ』ではリサイクルされません。フタを外し、中を洗って、『リサイクル物』と
して出すようにお願いいたします。

お問い合わせは白馬村役場住民課　電話：８５－０７１５まで

地区集積場を正しく・きれいに使いましょう

※野良猫に関しましては、市町村にて対応ができないため、大町保健所（電話 ２３-６５２８）
　まで連絡をお願いします。

固定資産税の申告について固定資産税の申告について
未登記家屋に関する申告

　登記されていない建物（車庫や倉庫など）の新築・増改築・取り壊し、または所有
者変更があった場合には、税務課に申告する必要があります。平成25年中に異
動があった建物については、12月27日（金）までに申告をしてください。
　未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。手続き
が賦課期日（1月1日）より後となる場合、翌年度も旧所有者に課税され、翌々年
度より新所有者への課税になります。未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを
理由とする過年度分の訂正は行いませんので、お早めの提出をお願いします。 

現所有者に関する申告
　土地や家屋の所有者として登記されている方が1月1日までに亡くなられ
ている場合には、その土地や家屋を実際に所有している方に関する申告が必
要となります。お手続きがお済みでない方は1月31日（金）までに現所有者
に関する申告書を税務課まで提出してください。

　償却資産の申告は1月31日（金）が申告期限です。
　個人、法人を問わず事業用償却資産を所有している人は申告が義務付け
られています。この償却資産の申告期限は1月31日（金）です。
　事業用償却資産とは、会社や個人で工場・商店・民宿等を経営している人
が、その事業で使う機械や器具、構築物等のことです。少額であっても申告
が必要です。
　会計事務所に経理を依頼している場合は、会計事務所に申告用紙を郵送
していますので、ご確認をお願いします。申告用紙は12月上旬までに届く
ように送付していますが、新規に事業を始めた場合や、申告用紙が届かな
い場合はご連絡ください。
　正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第３８６条及び
白馬村税条例第７５条の規定により、過料を科されることがあります。また、
資産品目・取得価額や取得年月日については、正確な申告をお願いします。

住宅用地に関する申告

償却資産に関する申告

＊申告書の提出が必要となる場合
● 住宅を新築または増築した場合 
● 住宅を建て替える場合 
● 住宅の全部または一部を取り壊した場合 
● 家屋の全部または一部の用途を変更した場合（店舗を住宅に変更等） 
● 土地の用途（利用状況）を変更した場合（住宅の敷地を駐車場に変更等） 
 なお、４月に送付いたしました課税明細書の「住宅用地情報」欄をご確認いただき、
住宅用地の適否に誤りがある場合にもお申し出くださるようお願いします。
　各申告に関する詳しい情報は税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ　税務課（直通）85-0712

平成26年１月11日（土）11時から12時30分頃まで　
大町市平　「源汲運動公園」　

(１) 調査実施状況の見学（大気質、上層気象）　
(２) 煙突の高さをイメージするための風船上げ等

参加をご希望の方は、見学会の前日までに、ご連絡先
（お名前、当日連絡が取れる電話番号）を広域連合へ
お知らせください。
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第 4次総合計画に基づいた体系での、今年度の主な事業の進捗状況をお知らせします。

お問い合わせは…　
総務課（電話７２－７００２）まで

第1章 自然と共生し誰もが安らげる環境をつくる

第2章 快適で安らぎのある生活環境を築く

第3章 支えあい健康にくらす地域福祉社会を築く

第 1節　むらごと自然公園プロジェクト
１ むらごと自然公園計画

①奈良井有効利用整備事業
昨年度から 3 年計画で始まりました奈良井有効利用整備事業
は、昨年用地の買収を行い、今年度農道整備を着工しており
ます。
　予算額 124,094 千円　現在までの執行額：25,795 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （執行率：20.8％）

①ＥＶ急速充電器設置事業
クリーンな観光地づくりを目的として、今年度事業化しまし
た電気自動車の急速充電器設置事業については、道の駅白馬
に 1 台設置することで工事に着手し 12 月末までの完成を目
指しております。
　予算額 6,500 千円　現在までの執行額：4,305 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （執行率：62.1％）

４ 地球環境保全

第 1節　安心安全な道路整備プロジェクト
１ 道路整備

①地域高規格道路
昨年度まで白馬商工会が「松本糸魚川連絡道路建設促進実行
委員会」で、事業推進を図っていただきましたが、白馬村は
もとより大北地域にとっても、緊急時の「命をつなぐ道」、
地域振興に資する「地域を育む道」となることから、より強
く建設促進を図るため、8 月 30 日に「地域高規格道路“松
本糸魚川連絡道路”白馬村建設促進期成同盟会」を立ち上げ
ました。
②村道
白馬大橋修繕工事、村道 0105 号線オリンピック道路の舗装点検
及び岩岳トンネルの点検業務は、既に発注を終え工事・調査に着
手しております。
橋梁の長寿命化修繕計画に基づく橋梁点検業務は、村道 2203 号
線（やちはら橋）及び村道 3102 号線（赤沢 1 号橋）を対象として、
11 月の調査完了を目指しております。
　予算額：370,584 千円（内 H24 からの繰越事業分 132,531 千円）
　現在までの執行額：215,779 千円（内 H24 からの繰越事業分
　126,849 千円）（執行率：58.2％）

４ 下水道
①東部農業集落排水統合事業
東部農業集落排水の公共下水道への統合事業は、東部処理場
から土合橋までの 2 工区は既に工事が終了し、土合橋から飯
田交流センターまでの 3 工区は 11 月に竣工、ポンプ設備は
平成 26 年 3 月末竣工の予定で、平成 26 年 4 月 1 日からの
共用開始を目指しています。

１ 自律的健康づくり
①歯周疾患検診事業
口腔内の健康増進を図るため、満 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の
住民を対象に歯科医療機関による問診、口腔内一般検診、歯周組
織検査、口腔衛生指導の歯周疾患検診を今年度から実施していま
す。今年度の対象者は約500人で、検診料の4分の3を助成します。
　予算額：200 千円　現在までの執行額：24 千円（執行率 12％）
　（検診料 4,000 円 / 人（内自己負担分 1,000 円、補助分 3,000 円）

３ 介護保険
①デイサービス開設事業
旧岳の湯の利活用として取り組んでいました通所介護施設へ
の用途変更に伴う工事は、昨年設計を行い、今年度改築等の
工事を着工し、9 月 24 日竣工、10 月 7 日に開所しました。
　事業費 51,871 千円（内平成 25 年度分　49,287 千円）

第4章 地域をみつめ自然に学び文化を育む

第5章 優れた資源と人を活かした活力ある経済を築く

第 1節　地域独自教育プロジェクト

第 2節　個性あふれる生涯学習プログラム

第 3節　郷土文化伝承プロジェクト

第 1節　アルプスの里観光プロジェクト

１ 義務教育
①学校環境整備事業
小中学校の環境整備事業として、修繕が必要であった南小学
校北校舎床改修及び北小学校電話設備改修を夏休み中に実施
し、中学校グラウンド改修を9 月末に完了しました。
　予算額 41,089 千円　現在までの執行額：39,403 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （執行率：95.9％）

４ 生涯スポーツ
①スキー大会推進事業
この夏、スノーハープクロスカントリー大会が 7 月 20，21
日に、約2500名の参加者を得て、盛況に開催されました。また、
サマーグランプリジャンプ大会が 8 月 23，24 日にナイター
で開催されました。23 日は大雨により 600 名ほどの観客でし
たが、24 日は天候にも恵まれ約 3800 名の観客が観戦する中、
葛西紀明選手が優勝し、大いに盛り上げりました。
　予算額 18,164 千円　現在までの執行額：12,724 千円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（執行率：70.1％）

②ナショナルトレーニングセンター事業
文部科学省では、トップレベルの競技者が同一の活動拠点で
集中的、継続的にトレーニング・強化活動を行うための活動
拠点として、オリンピック競技及び高地トレーニングについ
て既存の施設を「ナショナルトレーニングセンター競技別強
化拠点施設」として指定しております。白馬村では、冬季競
技のノルディック複合競技の指定施設の公募を受け、長野県
と連名で公募申請を行い、平成 25 年 9 月 2 日付けで「白馬
村ジャンプ競技場及び白馬クロスカントリー競技場」が指定
を受けました。指定期間は平成 30 年 3 月 31 日までとなり、
国からの補助金を基に、選手強化等の活動を効果的に実施で
きるよう関係機関を連携し、国際競技力向上に資するような
トレーニング環境を整備していきます。
　予算額 18,100　現在までの執行額：2,686 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　  （執行率：14.8％）

１ 郷土文化
①伝統的建造物群保存事業
青鬼地区の伝統的建造物の保全を図り、古くからの山村集落
の景観を残すため、今年度は、保存修理として、主屋の修理（２
年計画の２年目）１件、青鬼神社の参道石段修理１件、棚田
石垣の修理１件の３物件を実施しました。
　予算額 12,540 千円　現在までの執行額 12,207 千円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（執行率 97.3％）

３ 観光と農林業の連携
①特産品推進事業
特産品の開発に取り組む団体に助成する事業として今年度から
始まり、食用ホウヅキ、山ブドウ、陸ワサビなどから生産に取
り組む団体から交付申請がされています。また、ベリー類など
の既存の特産品も含め、興味のある方を対象に先進地視察も実
施し、新たな特産品の開発を期待しているところです。
　予算額 2,500 千円　現在までの執行額：2,259 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （執行率：90.4％）

②現年発生林道施設災害復旧事業
6 月 19 日未明の豪雨により、林道細野線上部で路肩が崩壊
しました。この黒菱に続く林道は、夏の観光に資する路線で
もありましたので、応急措置を行い、国の災害補助事業とし
て認められるよう手続きを進め、9 月に国の災害査定を受け、
10 月に着手しました。
　予算額 4,529 千円　現在までの執行額：4,190 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （執行率：92.5％）

第 3節　安心快適生活プロジェクト

第 1節　むらごと健康づくりプロジェクト

第 2節　福祉いきいきプロジェクト

　住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから、固
定資産税について課税標準の特例措置が設けられています。
　新たにこの特例措置の適用の対象となる場合や、現に適用されている内
容に変更が生じた場合には申告していただく必要があります。税額を決定す
るうえで大変重要な情報となりますので、該当される方は住宅用地申告書に
必要事項を明記のうえ１月31日（金）までに税務課へ提出してください。

燃えるごみ・燃えないごみ（毎週 月・水・金曜日）
リサイクル物（毎週 木曜日）

 『燃えるごみ』『燃えないごみ』は､必ず指定袋に入
れましょう。
　指定袋に入っていない物や、適正に分別されてい
ない物は“収集できません”と書かれたシールが貼付
され、集積場に残されていきます。万が一出したごみ
が収集されていなかった場合は、一度持ち帰ってい
ただき、再度分別し直すようにお願いいたします。

　下記のイラストにあるようなものは『粗大ごみ』や『有害ごみ』です。
地区集積場には絶対に出さないでください。

 「生活環境影響調査」の
見学会開催のお知らせ

大町市平源汲に計画されている一般廃棄物処理
施設の建設に向け、「生活環境影響調査」が行わ
れています。冬期の調査見学会が下記のとおり
開催されますのでご案内します。
日時・場所　

内　容

申　込

北アルプス広域連合 施設整備推進係 
電話：0261-26-3545　FAX：0261-22-7011
E-mail：kitaalps@kita-alps.omachi.nagano.jp

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、
平成25年9月1日より施行されました。
この改正により、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に
飼養する「終生飼養」の責任があることが、法律上に明確されました。
このために、次の場合では、保健所等へ犬猫の引き取り依頼があっても、
原則お断りします。
終生飼養の徹底

保健所等の引き取りの拒否

動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること（終生飼養）
が明記されました。

・新たな飼い主を探す努力を行っていない場合
・犬猫が老齢又は病気であることを理由とする場合
・子犬や子猫の引取依頼において、去勢避妊手術等の指示に従わない場合
・引き取りを繰り返し求められた場合
・引っ越し先がペットを飼えない物件である等、飼養が困難であるとは認められない場合
・犬猫の販売業者から引取依頼があった場合

罰則の強化
○愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者：１年以下の懲役・１００万円以下の罰金 ⇒  
　２年以下の懲役・２００万円以下の罰金
○愛護動物の虐待・遺棄：５０万円以下の罰金 ⇒ １００万円以下の罰金

収集日の前日夕方６時～当日朝８時までに出すその① その②

粗大ごみは出さないでくださいその③

　他の市町村では、収集日当日にごみ出しすることが当たり前
になっています。２４時間・３６５日ごみを出すことはできません。
　集積場に長時間ごみを置かずに、出す時間を徹底・厳守する
ようにしましょう。
　（集積場の中にごみとリサイクル物が混在していると、収集作業
に必要以上の時間がかかるほか、清掃作業も容易に行えません。）

※平成25年度の粗大ごみ集積場の開設は終了しました。平成26年度は4月13日（日）から開設します。

残されていないかを確認する

その④ 他の地区には絶対に出さないでください
　地区集積場は、各地区の皆さんにより設置及び管理がされて
います。他の地区には絶対に出さないようにお願いします。※家電製品（電池を使うもの、

　電気を通すもの）は『粗大ごみ』
　扱いとなります。

　収集されなかった『燃えないごみ』。村指定袋の中には中身が入ったままの
海苔の佃煮や、鮭フレークのびんが入っていました。ガラスびんは『燃えない
ごみ』ではリサイクルされません。フタを外し、中を洗って、『リサイクル物』と
して出すようにお願いいたします。

お問い合わせは白馬村役場住民課　電話：８５－０７１５まで

地区集積場を正しく・きれいに使いましょう

※野良猫に関しましては、市町村にて対応ができないため、大町保健所（電話 ２３-６５２８）
　まで連絡をお願いします。

固定資産税の申告について固定資産税の申告について
未登記家屋に関する申告

　登記されていない建物（車庫や倉庫など）の新築・増改築・取り壊し、または所有
者変更があった場合には、税務課に申告する必要があります。平成25年中に異
動があった建物については、12月27日（金）までに申告をしてください。
　未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。手続き
が賦課期日（1月1日）より後となる場合、翌年度も旧所有者に課税され、翌々年
度より新所有者への課税になります。未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを
理由とする過年度分の訂正は行いませんので、お早めの提出をお願いします。 

現所有者に関する申告
　土地や家屋の所有者として登記されている方が1月1日までに亡くなられ
ている場合には、その土地や家屋を実際に所有している方に関する申告が必
要となります。お手続きがお済みでない方は1月31日（金）までに現所有者
に関する申告書を税務課まで提出してください。

　償却資産の申告は1月31日（金）が申告期限です。
　個人、法人を問わず事業用償却資産を所有している人は申告が義務付け
られています。この償却資産の申告期限は1月31日（金）です。
　事業用償却資産とは、会社や個人で工場・商店・民宿等を経営している人
が、その事業で使う機械や器具、構築物等のことです。少額であっても申告
が必要です。
　会計事務所に経理を依頼している場合は、会計事務所に申告用紙を郵送
していますので、ご確認をお願いします。申告用紙は12月上旬までに届く
ように送付していますが、新規に事業を始めた場合や、申告用紙が届かな
い場合はご連絡ください。
　正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第３８６条及び
白馬村税条例第７５条の規定により、過料を科されることがあります。また、
資産品目・取得価額や取得年月日については、正確な申告をお願いします。

住宅用地に関する申告

償却資産に関する申告

＊申告書の提出が必要となる場合
● 住宅を新築または増築した場合 
● 住宅を建て替える場合 
● 住宅の全部または一部を取り壊した場合 
● 家屋の全部または一部の用途を変更した場合（店舗を住宅に変更等） 
● 土地の用途（利用状況）を変更した場合（住宅の敷地を駐車場に変更等） 
 なお、４月に送付いたしました課税明細書の「住宅用地情報」欄をご確認いただき、
住宅用地の適否に誤りがある場合にもお申し出くださるようお願いします。
　各申告に関する詳しい情報は税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ　税務課（直通）85-0712

平成26年１月11日（土）11時から12時30分頃まで　
大町市平　「源汲運動公園」　

(１) 調査実施状況の見学（大気質、上層気象）　
(２) 煙突の高さをイメージするための風船上げ等

参加をご希望の方は、見学会の前日までに、ご連絡先
（お名前、当日連絡が取れる電話番号）を広域連合へ
お知らせください。
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健康福祉課
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　北アルプス広域連合では、大北医師会・市立大町総合病院・厚生連安曇総合病院の協力を得て、夜間急病の患者さんのため
「急病センター」を開設しています。
　急な病気でお困りの時はお気軽に受診してください。医師や看護師が電話相談にもお答えします。

任期：平成25年12月1日～平成28年11月30日

北アルプス平日夜間小児科・内科急病センター

白馬村民生児童委員名簿

診療科目 小児科・内科

診療日時 毎週月曜日から土曜日 午後7時～午後9時
（受付時間　※お問い合わせ時間は午後6時30分から ）

所 在 地 大町市大町1601番地２
「フレンド・プラザ大町」1階 （大町市文化会館隣）

電話番号 0261-26-6199
担当医師 大北医師会・市立大町総合病院・厚生連安曇総合

病院の医師が交代で診察します。

利用案内 •  医療保険証・福祉医療受給者証等を必ずお持ち
ください。

     （コピーでは、お持ちいただかない場合と
　同様、まずは全額負担いただくことになります。） 
•  薬の処方は、原則として1～3日分程度となり

ます。 

電話でのお問い合わせ
まず来所される前に電話にてお問い合わせいただくことをお勧めします。
このときにはスタッフが対応いたしますのでご安心ください。
場合によっては二次救急（病院での対応）をお勧めする場合があります。

　※電話でのお問い合わせは午後6時30分から午後9時までとなります

　	 　　　担	当	区	域	 　	氏						名	 　　　　　住　　所	 電話番号
内山・佐野	 松　澤　勢　子	 白馬村大字神城 1044番地ｲ	 75-2202
沢渡		 西　沢　房　子	 白馬村大字神城 6816番地 1	 75-2045
三日市場・堀之内	 篠　﨑　茂　樹	 白馬村大字神城 11462番地	 75-2854
飯田南	 横　川　とも子	 白馬村大字神城 23321番地 1	 75-2226
飯田北	 江　津　繁　伸	 白馬村大字神城 22896番地 2	 75-2964
飯森	( 名鉄 )	 郷　津　　　徹	 白馬村大字神城 24803番地 1	 75-2633
深空		 郷　津　惠美子	 白馬村大字北城 477番地	 72-2638
みそら野	 志　水　あゆ美	 白馬村大字北城 2937番地 232	 72-4334
瑞穂・エコーランド	 平　松　生久万	 白馬村大字北城 3020番地 1271	 72-7476
八方		 丸　山　綾　子	 白馬村大字北城 5772番地	 72-2351
和田野・山麓	 津　野　壽　子	 白馬村大字北城 4869番地	 72-4707
八方口	 太　谷　優　子	 白馬村大字北城 5825番地 3	 72-3762
白馬町南	 澤　渡　裕　子	 白馬村大字北城 6380番地 4	 72-2062
白馬町北	 菊　岡　　　勝	 白馬村大字北城 6898番地 12	 72-4138
大出・嶺方・蕨平	 松　沢　幸　一	 白馬村大字北城 22142番地	 72-2663
森上		 矢　口　　　緑	 白馬村大字北城 10472番地の 5	 72-3682
塩島 ･通 ･立の間 ･野平 ･青鬼	 塩　島　昭　次	 白馬村大字北城 13239番地	 72-3555
新田・どんぐり	 宮　田　康　子	 白馬村大字北城 11236番地	 72-2531
切久保・落倉	 宮　脇　敏　彦	 白馬村大字北城 12155番地の 3	 72-4171

主任児童委員	 塩　島　敬　子	 白馬村大字北城 13183番地	 72-2298
	 	 岩　井　良　三	 白馬村大字神城 22199番地 98	 75-3839
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※蕨平・嶺方・南方・通・立の間・青鬼・野平・中込

厚生労働省報告資料より抜粋

H24 特定健診受診率（地区別）

7

　今年から白馬村でも保健師が地区担当制をとるようになり、各地区の健康教室におじゃましてそれぞれの地区の健診の状況に
ついてお伝えしています。
　11月に行われた文化祭でも特定健診の結果を地区ごとに掲示し、ご自身の地区の健診受診率はどうか、どの検査値で異常と
なっている方が多いのか等見ていただきました。
　およそ半分の地区で受診率50％を超えていますが、国の実施目標となっている受診率60％を超える地区はまだまだ2地区
のみです…。
　なお、今年度の集団健診は全て終了してしまいましたが、人間ドックについては年度で1回、3月末の受診分まで申請できます。
受診がまだの方、これから受診予定の方は住民課国保係（Tel:85-0715）までお問い合わせください。

　平成20年度に始まった特定健診・特定保健指導では、その実施率や、内臓脂肪症候群の該当者・予備軍の減少率の目標(受
診率目標値は60％)に対する達成状況により、後期高齢者支援金の加算・減算が実施されています。
　第1期(平成20～24年度)では平成24年度の実績が25年度支援金に反映され、第2期(25～29年度)では各年度の実績
が翌年度の支援金額に反映されることとなっています。実施率の上位保険者1～2％が減算となり、皆さまの保険料の金額に
も影響されます。
　そんな中、健診と医療費との関係が少しずつ見えてきました。↓

健診に関するお問い合わせは
健康福祉課 Tel：85-0713（直通）

地区ごとの健診結果は？

健診受診率が保険料に影響？！

　先ごろ、平成 24年度の特定健診受診率における県・各市町村の速報値が
出ました。
　国保加入者のみのものですが、村全体では県に比べ受診率が高くなってい
ます。ですが、まだ半数以上の方が未受診となっていますので、ぜひあなた
にとって大切なご家族、ご近所の方にも健診受診をすすめましょう。

　受診率が高まれば高額な医療費
を要する心血管疾患等の早期発
見・早期治療につながり、結果的に
医療費が削減されることが分かっ
てきています。
　自覚症状がなくてもぜひ年に一
度の健診受診をお願いします。

10
％
未
満

10
％
未
満

10
％
以
上
20
％
未
満

20
％
以
上
30
％
未
満

30
％
以
上
40
％
未
満

40
％
以
上
50
％
未
満

50
％
以
上
60
％
未
満

60
％
以
上
70
％
未
満

70
％
以
上
80
％
未
満

80
％
以
上

※

はくばフォーマット.indd   7 13/11/29   10:25



8

白 馬 高 校 通 信 平成25年12月 
白馬高等学校

一学年就労体験学習を実施
　10月1日から3日まで、白馬、小谷、大町の17の事業所に協力してい
ただいて、一年生全員が就労体験学習を行いました。キャリア教育の展開の
一つのプログラムとして、労働体験を通じて実際の社会生活を理解し、将来
の職業選択を考える材料が得られるよう、一年生を対象に本校で初めて実
施しました。事前事後にわたって、多くの事業所からいただいた支援に対し
まして、深く感謝申し上げます。
　10月23日には、事業所別に就業体験を振り返り、学んだことをスライ
ドショー形式で発表しました。仕事の内容は様々でしたが、「大きな声を出
して、きちんと挨拶をする」という基本的な礼儀やマナーの大切さを再認識
し、働くことの意義とやりがいについて、理解を深めることができました。

スポーツの秋
強歩大会とクラスマッチ
　10月11日の強歩大会当日は、朝方から雨がパラつく天候でしたが、
スタート後は大きく崩れることなく、昼前後には青空も見られるまずま
ずのコンディションの中で実施することができました。一般参加の 3 名
の方も含めて、148名が完歩・完走しました。
　10月24日・25日のクラスマッチは、台風の接近と重なり悪天候と
なったため、男子はフットサル、女子はバスケットボールの室内競技を行
いました。各クラスの団結で盛り上がり、熱戦が展開されました。

平日８時半～12時、13時～16時半
財務省関東財務局
長野財務事務所「多重債務相談窓口」

・ＴＥＬ：026－234－2970(直通)
・住　所：長野市旭町１１０８長野第２合同庁舎５階

借金の返済にお困りの方、ご相談ください。

税務署からのお知らせ 「税についての作文表彰式」が行われました

消費税法改正のお知らせ

　平成25年分から平成49年分までの各年分について
は、所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付を
することとされています。
　復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額（原
則として、その年分の所得税額）に2.1%の税率を掛け
て計算した金額です。また、平成25年１月１日から平成
49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉
所得税が徴収される場合には、復興特別所得税が併せ
て徴収されます。

　国税庁と全国納税貯蓄組合連合会共催で「税について
の作文表彰式」が11月13日に大町市のアプロードで行わ
れ、白馬高等学校と白馬中学校の生徒が税務署長賞の表
彰を受けました。また、租税教育の推進に積極的に取り組
んでいる白馬中学校に租税教育推進校税務署長感謝状が
贈られました。
◆税務署長賞◆
高校生の部　赤澤　あゆな
中学生の部　森田　凜花
◆入選者◆
高校生の部　白馬村長賞　西村　紗英
中学生の部　大北租税教育推進協議会長賞　宮本　郁実
　　　　　　北安曇地方事務所長賞　川畑　祐人
　　　　　　白馬村長賞　丸山　歩詩
　　　　　　北安校長会長賞　松澤　実希
　　　　　　大町税務署管内青色申告会連合会長賞　横山　武史
　　　　　　関東信越税理士会大町支部長賞　岩本　将弥

　長野財務事務所では、借金を抱えお悩みの方を対象
とした相談を毎日(平日)行っています。相談内容に応じ
て弁護士・司法書士などを紹介します。秘密厳守・相談無
料です。ひとりで悩まずにご相談ください。　

平成24年８月に「社会保障の安定
財源の確保等を図る税制の抜本的
な改革を行うための消費税法の一
部を改正する等の法律」により、消
費税法の一部が改正されました。
　主な改正内容は次のとおりです。

(1)消費税収入の使途が明確化
されました。

(2)消費税率を引き上げること
とされました。

(3)特定新規設立法人に係る事
業者免税店制度の不適用
制度が創設されました。

(4)任意の中間申告制度が創設
されました。

(5)税率引上げに伴う経過措置
が設けられました。

※経済財政状況の激変にも柔軟
に対応する観点から、消費税率
引上げの前に、経済状況等を総
合的に勘案した上で、消費税率の
引上げの停止を含め所要の措置
を講ずることとされています。

　平成25年６月に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための
消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により、以下の
４つの特別措置が設けられており、平成25年10月１日から施行されており
ます。
(1)消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
(2)消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
(3)価格の表示に関する特別措置
(4)消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
　上記(3)の価格の表示に関する特別措置（総額表示義務の特例）の内容は
次のとおりです。

　事業者は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合におい
て、平成25年10月から平成29年３月31日までの間、消費税の円滑か
つ適正な転嫁のため必要があるときは、「現に表示する価格が税込価格
であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を
表示（総額表示）しなくてもよいこととされました。
　なお、消費者の方々にも配慮する観点から、この特例の適用を受ける事
業者は、できるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされ
ています。

※詳細につきましては、国税庁ホームページに、「消費税法改正のお知らせ
（社会保障と税の一体改革関係）」の特集ページが設けておりますのでご
覧ください。

　ＵＲＬ ： http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

受　　付

お問い合わせ先
あなたが支える　みんなで支える
　この村の笑顔と未来のために。
　　あなたの納める税金が大切な財源です。

税務課

❶ ❷

納　　期
12　月

３期
７期
５期

固定資産税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

４期
８期
６期

村県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

1　月

12
25

1
27

はくばフォーマット.indd   8 13/11/29   10:25



9

白 馬 高 校 通 信 平成25年12月 
白馬高等学校

一学年就労体験学習を実施
　10月1日から3日まで、白馬、小谷、大町の17の事業所に協力してい
ただいて、一年生全員が就労体験学習を行いました。キャリア教育の展開の
一つのプログラムとして、労働体験を通じて実際の社会生活を理解し、将来
の職業選択を考える材料が得られるよう、一年生を対象に本校で初めて実
施しました。事前事後にわたって、多くの事業所からいただいた支援に対し
まして、深く感謝申し上げます。
　10月23日には、事業所別に就業体験を振り返り、学んだことをスライ
ドショー形式で発表しました。仕事の内容は様々でしたが、「大きな声を出
して、きちんと挨拶をする」という基本的な礼儀やマナーの大切さを再認識
し、働くことの意義とやりがいについて、理解を深めることができました。

スポーツの秋
強歩大会とクラスマッチ
　10月11日の強歩大会当日は、朝方から雨がパラつく天候でしたが、
スタート後は大きく崩れることなく、昼前後には青空も見られるまずま
ずのコンディションの中で実施することができました。一般参加の 3 名
の方も含めて、148名が完歩・完走しました。
　10月24日・25日のクラスマッチは、台風の接近と重なり悪天候と
なったため、男子はフットサル、女子はバスケットボールの室内競技を行
いました。各クラスの団結で盛り上がり、熱戦が展開されました。

「ずく出し！知恵出し！おもてなし」
プロジェクトに参加しませんか !?

　長野県は「日本一のおもてなし県」を目指して、県民みんなで、信州人の心に刻まれている「おもてなしの心」を掘
り起し、未来に繋いでいく「ずく出し！知恵出し！おもてなし」プロジェクトを開始しました。
　「おもてなし」とは、旅館やホテル、観光関係者だけのものではありません。地域や職場、家庭などで、県民一人ひ
とりが、できることから始めることが大切です。
　このプロジェクトに参加し、県民みんなで「日本一のおもてなし県」を目指しましょう！

　他の誰かに接する際の「ふるまい」と「よそおい」。そし
て、その人を迎え入れるためのステージとしての「しつら
い」。この三要素を、相手の気持ちになって行うこと、また
は準備し整えることを「おもてなし」といいます。

　プロジェクトでは、県民の皆様から、相手の気持ちになっ
て行う「おもてなし」を募集しています。
　難しく考えず、あいさつや相手に対する気配りなど、自
分ができる「おもてなし」を実行しましょう。
　登録いただいた方には、特製アルクマピンバッジを進呈
します！

「おもてなし」とは… 「おもてなし宣言」募集中！！

詳しくはウェブへ 
 おもてなし　長野県 検索

≪お問い合わせ≫

長野県観光部観光振興課
TEL026-235-7253

登録特典
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図書館だより
No.145

平成25年12月

白馬村図書館

TEL（72）-5200

図書館の
おやすみ

図書館の
開館時間

・月曜日　祝日
・毎　月　最終金曜日（館内整理休館日）
　　　　　→祝日と重なる場合、休館日が変更となります。
・その他　やむを得ず、臨時休館・臨時閉館する場合があります。

午前9時〜午後6時

書　　名 著者名 分　類
情報漏洩９割はあなたのうっかりミス―今日からはじめる防衛術― 中田　亨 336ナ
自分で作る自家発電 中村　昌広 528ナ
缶つまみ＆缶おかず１００―ツナ、コーン、スパム、豆・・・缶詰でらくウマ料理― 藤井　恵 596フ
地域ブランドのつくりかた 601チ
「アルプ」の時代 山口　耀久 910ヤ
黒書院の六兵衞　上巻・下巻 浅田　次郎 Ｆア
ガンコロリン 海堂　尊 Ｆカ
ユニコーン―ジョルジュ・サンドの遺言― 原田　マハ Ｆハ
スナックちどり よしもと　ばなな Ｆヨ
シャドウ・ストーカー ジェフリー・ディーヴァー 933デ

書　　名 著者名 分　類
忍たま乱太郎　豆をうつすならいの段 尼子 騒兵衛〔原作〕 ９１３ア
わたしのすてきなクリスマスツリー ダーロフ・イプカー Ｅイ
うずらちゃんのたからもの きもと　ももこ Ｅキ
そんなとき　どうする？ モーリス・センダック〔絵〕 Ｅセ

クリスマスのおばけ クリスマスをみにいったヤシの木
クリスマスの日はうれしいな。パパ・ママ
からプレゼント。にこにこしながらねむる
けど、おばけのこどもはどうかしら ?

さばくにすむ小さなヤシの木のココは、
クリスマスをみるために海をわたって…。

せな　けいこ〔作・絵〕
分類　Ｅセ

オードレイ・プシエ〔絵〕
分類　Ｅプ

ご家庭のパソコンで、この他のＤＶＤ・ＣＤソフト、図書の新着案内、在庫状況をご覧いただけます
【白馬村行政ホームページ→白馬村図書館→蔵書検索】

■新着図書案内

■新着ＤＶＤ・ＣＤ案内

■年末年始　休館日のお知らせ　（色がついてる日が休館日になります。）

■特設コーナー案内

【一般】

【児童書・絵本】

年内は12月27日（金）まで開館します。新年は１月４日（土）からです。

クリスマスに関連した絵本や物語、パーティー・クリスマス飾りのアイデアなどの図書を集めた小さいコーナーを
作りました。どうぞご利用ください。

月 火 水 木 金 土 日
12 月 16 日 12 月 17 日 12 月 18 日 12 月 19 日 12 月 20 日 12 月 21 日 12 月 22 日
12 月 23 日 12 月 24 日 12 月 25 日 12 月 26 日 12 月 27 日 12 月 28 日 12 月 29 日
12 月 30 日 12 月 31 日 1 月 1 日 1 月 2 日 1 月 3 日 1 月 4 日 1 月 5 日
1 月 6 日 1 月 7 日 1 月 8 日 1 月 9 日 1 月 10日 1 月 11日 1 月 12日

銀色のシーズン ちびまる子ちゃん「山田はどこだ」の巻
乗り物大好き！のりものスペシャル１００ ちびまる子ちゃん「理科の実験は大さわぎ」の巻
【ＣＤ】ザ・ベスト上方落語入門／三代目桂米朝「壷算」・五代目桂文枝「胴乱の幸助」
【ＣＤ】古典落語入門ベスト／六代目三遊亭圓生・五代目柳家小さん・十代目柳家小三治
ＤＶＤ・ＣＤソフトは、一人３点まで３週間館外貸出できます。（図書とあわせて一人１０点まで）
お借りになりたい作品と、図書館の利用者カードをカウンターまでお持ちください。

白馬村介護川柳大会    入賞作品紹介
　白馬村では介護について多くの方に関
心を持っていただくことを目的とし、介護
川柳大会を行いました。応募数535作品（応
募者数43名）と大変多くの皆様から素晴
らしい作品をお寄せいただきありがとう
ございました。今回は入賞作品をご紹介さ
せていただきます。

　優秀賞	 かあちゃんに　感謝と恩の　倍返しだ！	 太田成徳
　入　賞	 その時は　腹が立っても　反省し	 樋本晏宏
　入　賞	 知られざる　世間話も　良き介護	 内川文造
　入　賞	 たわし踏み　栗が出ないと　我が戦友	 内川けさ美
　入　賞	 今日もまた　明日にのぞみを　足さする	 峯村千津子
　入　賞	 こりゃだめだ　食べたまだだの押し問答	 太田美千代
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古紙回収を行いました

　白馬村婦人会消費者部会では、11月10日
（日）の朝、ウイング21前にて古紙回収を行い
ました。今回も多くの皆様のご協力により、約
7.2トンの古紙を回収することができました。
有り難うございました。
　次回の古紙回収は来年の5月頃を予定して
おります。限りある資源を、これからも大切に
しましょう。ご協力をお願いいたします。

北アルプス広域連合から関係施設の年末年始休業日のご案内

○北アルプス広域葬祭場
■休業日　　平成25年12月31日（火）～平成26年１月３日（金）
■休業日の予約受付
　電話での予約受付は、動物を除き平常どおり行います。
　動物の火葬については１月４日（土）から受け付けます。
　電話　21－4131（お間違えのないようにお気をつけください）

○北アルプス平日夜間小児科・内科急病センター
■休業日　平成25年12月29日（日）～平成26年１月３日（金）
　休業期間中は電話での対応もできません。当番医等で受診をお願いします。

【北アルプス広域連合職員募集】

平成26年４月１日採用の福祉施設職員を募集します。
■職種・募集人数　　看護職員　若干名
■応募資格
　①	看護師免許・准看護師免許のいずれかの資格を有するか、資格取得見込み

のある人
　②平成26年４月１日現在、満55歳未満の人
■受付期間　平成26年１月６日（月）～20日（月）
■試験期日　平成26年２月２日（日）
■試験内容　作文試験（８００文字程度）、面接
■問い合わせ
　北アルプス広域連合総務課総務係
　電話０２６１－２２－６７６４

平成25年度長野県農業法人等就業フェア開催

農業法人や農家に就農を希望している方と求人募集をしている農業法人・農家
との合同説明会を開催します。

●対象：農業法人や農家への就農を希望する方、検討中の方。
●日時：平成26年１月26日（日）午前10時～午後４時
●会場：長野県松本勤労者福祉センター　大会議室
●料金：入場無料
●	また、当日将来独立して就農を考えている方への就農相談も行います。１月
上旬ごろ出展する法人・農家名をＨＰに掲載いたします。

●問い合わせ：長野県新規就農相談センター事務局（公社）
　長野県農業担い手育成基金　担当　北村　ＴＥＬ０２６－２３１－６２２２

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 連絡先
2月18日（火） 13:00～16:00 役場2階　庁議室 行政相談員 白馬村役場総務　72-7002（直通）

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問い合わせ先

1月15日（水） 13:00～15:00 ふれあいセンター２階福祉相談室
司法書士

人権擁護委員
民生児童委員

白馬村社会福祉協議会　72-7230

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
12月19日（木） １歳半健診 13：00～13：15 H24年３月～５月生
12月24日（火） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 H25年10月生
1月 7日（火） 乳児健診 9：15～ 9：30 H25年２月生およびH25年８月～９月生
1月28日（火） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 H25年11月生
1月30日（木） ７ヵ月もぐもぐの日 9：45～10：00 H25年５月～６月生
1月31日（金） ３歳健診 13：00～13：15 H22年11月～H23年１月生

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
12月25日（水）

各種予防接種 13：00～13：30 個別にスケジュールをご案内しています1月10日（金）
1月23日（木）

開 設 日 時　間 場　所 相談員 お問い合わせ先

2月12日（水） 13:00～15:00 ふれあいセンター２階福祉相談室 神戸　美佳　弁護士 白馬村社会福祉協議会　72-7230

なかよし広場

行事日程■子育て支援ルーム

1歳児の広場 毎週火曜日
0歳児の広場 毎週水曜日
2・3歳児の広場 毎週木曜日

毎週月曜日
9 :30～12:00
13:30～16:00

毎週火・水・木曜日 13:30～16:00

自由利用

■休・祝日緊急当番医表

月日 曜日 白馬村・小谷村当番医 大町市内 大北一円 歯　　　科内科・小児科 外科
12月22日 日 小谷村診療所 平林医院 西森整形外科 岡江歯科医院 松川村
12月23日 月 安曇病院白馬診療所 横沢内科医院 石曽根医院 砂田歯科医院 大町市

※予約が必要です。相談時間は３０分ですので、相談内容を整理してお越しください。

※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。

月　　日 行事名 対象 開始時間
1月 6日（月） 月曜育児相談 10：30～
1月 9日（木） ものづくり 2・3歳児 11：00～
1月14日（火） ものづくり 1歳児 11：00～
1月20日（月） おはなし会 11：00～
1月22日（水） マタニティ教室① 妊婦・夫 10：00～12：00
1月27日（月） 月曜育児相談 10：30～

なかよし広場 時間：9:30～12:00	

※12月24日（火）・25日（水）は、自由利用
※12月28日(土)～1月3日(金)は、年末年始休み

※	年末年始以降の祝・休日当番医は本紙掲載に間に合いませんでしたので、申し訳ありませんが12月中旬の新聞折込をご覧いただくか、NHKデー
タ放送「あなたのまちから」にてご確認ください。

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 連絡先
12月24日（火） 10:00～12:00

13:00～15:00 ふれあいセンター2階福祉会議室 カウンセラー 白馬村役場住民福祉課85-0713（直通）1月28日（火）

1 2月〜 1月保健ガイド

◆行政相談

◆心配ごと相談

◆心の相談会

■健診等	 場所：ふれあいセンター等

■予防接種

◆弁護士無料法律相談（予約制）
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姉妹都市コーナー

静 岡 県  河  津  町 和 歌 山 県  太  地  町

人口：9,073 人　男：4,516 人　女：4,557 人　3,796 世帯
 （平成 25 年 12 月 1 日現在）

※ 上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。（平成 24 年 7 月 9 日改正法施行）

災害ボランティア本部立上訓練を実施
　町災害ボランティアコーディネーター連絡会は11
月17日、災害後の支援活動を迅速に行えるよう、町と
合同で初となる町災害ボランティア本部立上訓練を行
いました。
　町保健福祉センターで行われた訓練には、賀茂地区
のボランティアコーディネーターや町内自主防災会な
ど約90人が参加しました。設置した災害ボランティア
本部に、災害ボランティアが集まったことを想定し、受
付や活動場所の調整、活動グループのリーダーを決め
るなど実践的な訓練を行いました。
写真：災害時を想定しボランティアの受付をするスタッフ

太地中学校生徒議会が開催されました
　平成25年11月27日（水）、太地町議会議場で太地中学
校生徒議会が開催されました。
　この議会は、社会の授業の一環として行われ、３年生
の生徒が議長と議員に分かれ、議会の進行や町執行部
に対し質問を行うなど実際の議会さながらの模擬議会
となりました。
　 生徒たちは、自分たちで意見を出し合って考えた質
問を一生懸命に発表し、それに対する回答を真剣に聞
いていました。町といたしましても、中学生を代表する
生徒たちの声を聞き、よりよいまちづくりを進めてい
くための良い機会となりました。
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有料広告欄

（この広告は白馬村広報等有料広告掲載要網に基づき掲載しています）

ケーブルテレビ白馬指定管理者：株式会社エーアイシーコミュニケーションズ
受付時間：平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
　・加入／故障等のお問い合わせは　TEL 0261-85-0074
　・取材等のお申し込みは　TEL 0261-85-0116
※地デジに関するお問い合わせは…デジサポナビダイヤル　0570-07-0101
　　　　　　　　までお問い合わせください。

地域包括支援センターです
お気軽に72-6667 にお電話ください
　白馬村の認知症サポーター数545人（平成25年5月現在）

ケーブルテレビ白馬に関するお問い合わせは…

認知症の相談窓口は

広報はくばおよび白馬村行政公式ホーム
ページに掲載する広告（有料）を募集し
ています

＊お問い合わせ　白馬村役場総務課

広告募集中
村政情報はホームページでも
ご覧いただくことができます。
http://www.vill.hakuba.lg.jp/

 

編集後記
　早いもので今年も残すところ一ヶ月を切りました。新年に立てた目標は達成できましたか？私事で恐縮ですが、私の本年の目標は90パーセント達成でき満足しています。
　さて、師走の12月はまさに字の如く月日が走り去るように過ぎていきますよね。この時節になると「あれもこれもしなければいけない」と気持ちだけが先走り、心なしか落ち
着かないのは私だけでしょうか？　『人は心にゆとりがない時ほど色々な災いがふりかかる』と言われています。日頃は、すんなりすり抜けられたことでも気持ちが焦っている
と、なかなか上手くいかないことが多いのです。
　仕事納め、クリスマス、大掃除、忘年会、年賀状準備等など本当に忙しいと思いますが、体調管理には特に気を付け、笑顔で新年を迎えたいものです。� （広報編集委員Y）


